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支
払
い
は

期
限
内
に

水
道
料
金
の
納
付

エーエム・ピーエム エブリワン くらしハウス ココストア
コミュニティ・ストア サークルK サンクス スパー北海道
スパー九州 スリーエイト スリーエフ 生活彩家
セイコーマート（北海道、関東限定） セーブオン セブン-イレブン
デイリーヤマザキ ファミリーマート HOT SPAR（東北、関東、沖縄限定）
ポプラ ミニストップ ヤマザキデイリーストアローソン

平
成
18
年
度
当
初
課
税
分
か
ら
、
市

税（
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
、
市
・
県
民
税
、
国
民
健
康
保

険
税
）の
納
付
書
が
、「
バ
ー
コ
ー
ド
付

き
納
付
書
」に
変
わ
り
ま
す
。

バ
ー
コ
ー
ド
付
き
納
付
書
は
、
こ
れ

ま
で
の
取
扱
窓
口
に
加
え
て
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
使
用
で

き
ま
す
の
で
、
曜
日
や
時
間
を
気
に
す

る
こ
と
な
く
い
つ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

今
ま
で
は
、
納
税
通
知
書
と
納
付
書

納
税
通
知
書
の
様
式

が
ひ
と
つ
づ
り
で
し
た
が
、
今
年
度
か

ら
納
税
通
知
書
部
分
の
み
ホ
チ
キ
ス
留

め
と
な
り
、
納
付
書
は
一
枚
ず
つ
単
票

で
お
送
り
し
ま
す（
軽
自
動
車
税
は
納
税

通
知
書
と
納
付
書
が
一
枚
に
な
っ
て
い

ま
す
）。「
納
税
通
知
書
」で
は
納
付
で
き

ま
せ
ん
。
納
期
限
を
確
か
め
て
か
ら
、

必
ず「
納
付
書
」を
窓
口
へ
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

バ
ー
コ
ー
ド
の
な
い
納
付
書（
１
枚
あ

た
り
30
万
円
を
超
え
る
も
の
）、
納
期
限

を
過
ぎ
た
も
の
、
平
成
17
年
度
以
前
に

発
行
さ
れ
た
納
付
書
な
ど
は
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
使
え
ま
せ
ん
。
こ

れ
ま
で
ど
お
り
金
融
機
関
窓
口
、
ま
た

は
市
役
所
本
庁
・
支
所
な
ど
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
な
い
も
の

納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
窓
口
な
ど

に
出
向
く
必
要
が
な
く
、
納
め
忘
れ
の

な
い
、
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
は

い
か
が
で
す
か
。

希
望
さ
れ
る
人
は
納
期
の
２
カ
月
前

ま
で
に
、
納
税
通
知
書
と
預
貯
金
通
帳
、

通
帳
届
出
印
を
持
っ
て
各
金
融
機
関
・

郵
便
局
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
が
完
了
す
る
と
、
各
納
期
の
最

終
日
に
自
動
的
に
振
り
替
え
ら
れ
ま
す
。

〇

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
納
税

通
知
書
ご
と
の
申
し
込
み
で
す
。

〇

軽
自
動
車
税
は
、
同
一
名
義
人
の
分

が
す
べ
て
振
替
と
な
り
ま
す
。

〇

一
度
申
し
込
む
と
、
翌
年
度
以
降
も

継
続
さ
れ
ま
す
。
課
税
が
な
く
な
っ
て

も
、
口
座
登
録
が
す
ぐ
に
抹
消
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
停
止
・
変
更
の

手
続
き
は
直
接
金
融
機
関
な
ど
で
お
願

い
し
ま
す
。

〇

領
収
証
書
は
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、

記
帳
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
軽
自
動

車
税
の
う
ち
車
検
用
納
税
証
明
書
が
必

要
な
車
種
に
つ
い
て
は
、
振
替
確
認
後

送
付
し
ま
す
。

〇

口
座
振
替
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、

口
座
振
替
不
能
通
知
書（
兼
納
付
書
）を

納
税
は
便
利
・
確
実
な
口
座
振
替
で

水
道
事
業
は
皆
さ
ん
の
水
道
料
金
で

運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
道
料
金
を
納

期
内
に
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
督

促
状
や
給
水
停
止
予
告
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
も
か
か
わ
ら
ず
納

入
さ
れ
な
い
場
合
は
、
給
水
を
停
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

水
道
料
金
の
支
払
い
は
、
金
融
機
関

な
ど
の
窓
口
で
も
で
き
ま
す
が
、
市
で

は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。
手
続
き
は
、
金
融
機
関
な

ど
の
窓
口
へ
領
収
書
ま
た
は
水
道
使
用

量
の
お
知
ら
せ
と
口
座
届
出
印
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課（
1

22
‐
０
２
６
９
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
1
20
‐
１
５

１
３
）へ
。

＊上記金融機関本支店および郵便局で、口座振替がで
きます
＊市役所本庁・支所窓口でも納付できます

千葉銀行 成田市農業協同組合 佐原信用金庫
千葉信用金庫 三菱東京UFJ銀行 住友信託銀行
京葉銀行 りそな銀行 中央労働金庫
千葉興業銀行 銚子信用金庫 かとり農業協同組合
三井住友銀行 みずほ銀行 銚子商工信用組合
郵便局（関東1都6県、山梨県以外は専用納付書になります）

納付できる窓口②、口座振替取扱窓口（金融機関等）

納付できる窓口①（コンビニエンスストア）

納税通知書 こちらでは納付できません

納付書 納期限を確認して窓口へ

コ
ン
ビ
ニ
納
税
が
開
始

納
税
通
知
書
も
変
わ
り
ま
す

市
税
の
納
付

お
送
り
し
ま
す
が
、
納
期
限
を
過
ぎ
て

い
る
た
め
、
督
促
状
が
出
ま
す
。
残
高

不
足
な
ど
に
ご
注
意
下
さ
い
。

見
本

見
本
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設
置
費
と

維
持
管
理
費
に
補
助

合
併
処
理
浄
化
槽

整
備
費
用
に
対
し

補
助
を
し
ま
す

共
同
墓
地
の
整
備
工
事

一
般
家
庭
用
の
集
積
所
に
は

出
せ
ま
せ
ん 事

業
所
ご
み
の
処
理
方
法

人槽
合併処理 高度処理型
浄化槽限度額 浄化槽限度額

５人槽 354,000円 444,000円

６・７人槽 411,000円 486,000円

８～10人槽 519,000円 576,000円

11～20人槽 981,000円 1,092,000円

21～30人槽 1,668,000円 1,860,000円

31～50人槽 2,238,000円 2,496,000円

設置費補助金限度額

飲
食
店
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
の
事

業
所
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物（
ご

み
）は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
事
業
者
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
事
業

所
か
ら
発
生
す
る
ご
み
は
、
一
般
家
庭

用
の
集
積
所
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。分

別
を
徹
底
し
、
い
ず
み
清
掃
工
場

ま
た
は
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
た
だ
し
、

下
総
・
大
栄
地
区
は
伊
地
山

い

ち

や

ま

ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
、
粗
大
ご
み
処
理
施

設
）へ
自
己
搬
入
す
る
か
、
収
集
運
搬
許

可
業
者
へ
委
託
す
る
な
ど
適
正
な
処
理

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
分
別
方
法

『
燃
や
せ
る
ご
み
』『
ビ
ニ
ー
ル
・
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
類
』『
ビ
ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ

ス
』『
金
物
・
陶
磁
器
類
』
に
分
別
し
、

半
透
明
の
業
務
用
ご
み
袋
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

●
処
理
方
法

〇

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場

合『
燃
や
せ
る
ご
み
』…
い
ず
み
清
掃
工

場（
1
36
‐
１
６
８
９
）

『
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
』『
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
』『
金
物
・
陶
磁
器

類
』…
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
1
36
‐
１

０
０
０
）

〇

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場
合

成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可

業
者
へ
委
託
し
て
く
だ
さ
い

●
分
別
方
法

『
可
燃
ご
み
』『
ビ
ン
・
カ
ン
』『
不
燃

物
』『
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
』に
分
別
し
、
半

透
明
の
ご
み
袋
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場

合『
可
燃
ご
み
』『
ビ
ン
・
カ
ン
』『
不
燃

物
』…
伊
地
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
1

０
４
７
８
‐
59
‐
２
１
４
８
・
搬
入
券

下
総
・
大
栄
地
区
の

事
業
所
の
ご
み
処
理
方
法

が
必
要
。
搬
入
券
は
下
総
・
大
栄
支
所

生
活
環
境
課
に
あ
り
ま
す
）

＊『
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
』は
、
直
接
搬
入
で

き
ま
せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
を
図
る
た
め

許
可
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

●
許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場
合

北
総
西
部
衛
生
組
合
一
般
廃
棄
物
収

集
運
搬
許
可
業
者
へ
委
託
し
て
く
だ
さ

い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
1

20
‐
１
５
３
０
）へ
。

◆
設
置
費
補
助
金

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
人
に
、
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す（
下
表
）。

な
お
、
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
っ
て

い
る
人
が
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換

す
る
と
き
は
、
通
常
の
設
置
補
助
に
18

万
円
を
上
乗
せ
す
る
転
換
補
助
金（
新

築
・
建
て
替
え
は
除
く
）を
、
浄
化
槽
の

設
置
に
伴
い
、
ト
イ
レ
を
水
洗
化
し
た

場
合
、
水
洗
便
所
設
置
補
助
金（
３
万
円

を
限
度
）を
支
給
し
ま
す
。

ま
た
、
印
旛
沼
流
域
に
限
り
、
窒
素

ま
た
は
リ
ン
を
除
去
す
る
高
度
処
理
型

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費
用
の
一
部

※
騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
設
置
補
助

金
お
よ
び
維
持
管
理
費
と
も
補
助
金

の
限
度
額
が
違
い
ま
す
。
く
わ
し
く

は
環
境
衛
生
課（
1
20
‐
１
５
３
１
）

へ
。

を
補
助
し
て
い
ま
す（
左
表
）。

◆
維
持
管
理
費
補
助
金

浄
化
槽
を
設
置
し
た
人
は
、
浄
化
槽

が
正
常
に
機
能
す
る
よ
う
に
、
適
正
な

維
持
管
理（
保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検

査
）が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
も
補
助

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
補
助
額
は
人

槽
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
合
併
処

理
浄
化
槽
の
維
持
管
理（
保
守
点
検
・
清

掃
）に
か
か
っ
た
額
の
二
分
の
一
相
当
額

（
限
度
額
あ
り
）で
す
。

市
で
は
、
既
存
の
共
同
墓
地
の
整
備

工
事
に
要
す
る
費
用
に
対
し
て
、
補
助

を
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
墓
地
＝
区
・
自
治
会
・
管
理
組

合
、
ま
た
５
世
帯
以
上
で
管
理
す
る

墓
地

●
対
象
工
事
＝
墓
地
内
通
路
、
排
水
設

備
、
塀
、
擁
壁
な
ど
。
た
だ
し
20
万

円
未
満
の
工
事
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
●
補
助
額
＝
１
５
０
万
円
を
限
度
に
、

工
事
費
の
半
額（
騒
音
地
域
は
、
補
助

金
の
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
）

※
補
助
を
受
け
る
に
は
手
続
き
が
必
要

で
す
。
着
工
す
る
前
に
環
境
衛
生
課

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く

は
同
課（
1
20
‐
１
５
３
１
）へ
。

ス
ト
ッ
プ
！
ポ
イ
捨
て 

空
き
缶
や 

吸
い
殻
の
投
げ
捨
て
は 

条
例
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す 

 

裁判所からのお知らせ

合併に伴い、旧下総町・旧大栄町
地区の裁判所の管轄が変わりました。
これまでの千葉地方・家庭裁判所

佐原支部および佐原簡易裁判所から、
千葉地方・家庭裁判所佐倉支部およ
び佐倉簡易裁判所に変更されます。
※くわしくは千
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暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

4月の水道水の排水作業日程
水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了
承ください。
なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（122-0269）へ。

作業日 予定地区 予定時間
4月10日（月） 並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区
4月11日（火） 並木町（沢山）地区
4月12日（水） 飯田町地区

午後11時

翌午前5時
〜

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
1

20
‐
１
５
３
０
）へ
。

世
帯
全
員
ま
た
は
世
帯
員
の
住
所
が

変
わ
っ
た
と
き
は
市
民
課（
市
役
所
１

階
・
1
20
‐
１
５
２
５
）、
市
民
課
赤
坂

分
室（
中
央
公
民
館
内
・
1
26
‐
３
３
２

７
）、
下
総
支
所
住
民
課（
1
96
‐
１
１

１
５
）、
大
栄
支
所
住
民
課（
1
０
４
７

８
‐
73
‐
８
０
６
７
）
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

成
田
市
外
か
ら
成
田
市
内
に
引
越
し

を
し
た
と
き
は
、
引
越
し
を
し
た
日
か

ら
14
日
以
内
に
転
入
の
手
続
き
を
。
成

田
市
外
に
引
越
し
す
る
と
き
は
、
引
越

し
の
前
後
14
日
以
内
に
転
出
の
手
続
き

を
。
成
田
市
内
で
引
越
し
を
し
た
と
き

は
、
14
日
以
内
に
転
居
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

原
則
と
し
て
、
本
人
ま
た
は
同
一
世

帯
の
人
が
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
本
人

ま
た
は
同
一
世
帯
の
人
が
届
け
出
で
き

な
い
場
合
は
、
代
理
人
に
よ
る
届
け
出

も
で
き
ま
す
が
、
委
任
状
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
異
動
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、

異
動
日
、
新
・
旧
住
所
、
新
・
旧
世
帯

主
氏
名
を
確
認
し
て
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。ま

た
、
届
け
出
時
に
本
人
確
認
を
し

ま
す
の
で
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

窓
口
は
、
４
月
下
旬
ま
で
大
変
込
み

合
い
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い（
特

に
、
月
曜
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
）。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
1
20
‐
１
５

２
５
）へ
。

こ
ん
な
と
き
に
は

届
け
出
を

老
人
保
健
の
医
療
制
度

引
っ
越
し
て
き
た
ら

申
し
込
み
を

し
尿
の
く
み
取
り

４
月
１
日
か
ら

一
部
で
収
集
日
が
変
更
に

成
田
地
区
の
ご
み
収
集

老
人
保
健
制
度
は
、
各
健
康
保
険
制

度
と
連
携
し
て
い
る
も
の
で
す
。
老
人

医
療
受
給
者
の
住
所
や
健
康
保
険
が
変

わ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
左
表
の
と
お
り

届
け
出
が
必
要
で
す
。

合
併
後
の
老
人
医
療
受
給
者
証
は
そ
の

ま
ま
使
用
で
き
ま
す

下
総
町
・
大
栄
町
の
老
人
医
療
受
給

者
証
は
、
合
併
後
も
本
年
７
月
31
日
ま

で
は
お
手
持
ち
の
受
給
者
証
を
お
使
い

く
だ
さ
い
。
７
月
末
頃
に
、
成
田
市
と

記
載
さ
れ
た
新
し
い
受
給
者
証
を
お
送

り
し
ま
す
。

老人医療受給者の届け出

＊印のある届け出をする場合は、国民健康保険証と介護保険証
も合わせてお持ちください

こんなときには届け出を　　　　　 必要なもの
市外から転入 健康保険証・負担区分等証明書
＊市外へ転出 医療受給者証
＊死亡したとき 医療受給者証
＊住所が変わったとき 医療受給者証
加入している医療保険が 健康保険証・医療受給者証変わったとき

65歳以上で寝たきりなど 印鑑・健康保険証と身体障害

になったとき 者手帳、国民年金証書、診断
書のいずれかの書類

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐

１
５
４
７
）へ
。

成
田
市
に
引
っ
越
し
て
き
た
人
で
、

し
尿
の
く
み
取
り
を
依
頼
す
る
と
き
は
、

環
境
衛
生
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

下
総
・
大
栄
地
区
の
と
き
は
、
北
総
西

部
衛
生
組
合
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
市
内
で
住
所
が
変
わ
る
場
合

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
1
20
‐

１
５
３
１
）ま
た
は
北
総
西
部
衛
生

組
合（
1
０
４
７
８
‐
54
‐
５
１
７

５
）へ
。

４
月
１
日

（
土
）か
ら
成
田

①
地
区
お
よ
び

成
田
③
地
区
の

ご
み
収
集
日
が

下
表
の
と
お
り

変
更
に
な
り
ま

す
。収

集
時
間
は

変
わ
り
ま
せ
ん

の
で
、
収
集
日

の
午
前
８
時
30

分
ま
で
に
ご
み

集
積
所
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

大谷津 
運動公園 

文 

文 

文 

成田中 
文化会館 

至佐原 

寺台 
成田高 

成田小 

土屋 

仲町 
本町 田町 
東町 上町 

花崎町花崎町 花崎町 

成田① 

成田③ 
美郷台美郷台 美郷台 

新町新町 新町 
郷部郷部 郷部 

中台中台 
運動公園運動公園 
中台 
運動公園 JR成田駅成田駅 JR成田駅 

馬橋馬橋 馬橋 
市役所市役所 市役所 

西口大通り 

京成成田駅京成成田駅 京成成田駅 

幸町 
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ごみの収集日が変更になる地区
ごみの種類

地区 燃やせる ビニール・ ビン・カン・ 金物・陶磁器類
ごみ プラスチック類 ガラス 有害ごみ

成田① 火・金 木 1・3 水 2・4 水

成田③ 火・金 月 1・3 木 2・4 木

手
続
き
は
市
民
課
・
支

所
住
民
課
へ

転
入
・
転
居
・
転
出
届

も
必
ず
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
と
き
慌
て
な
い
た
め
に

も
届
け
出
は
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。



相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 市役所2階相談室

法律相談（予約制・市内在住の人）
水曜日 13：00～16：00 〃

（裁判所で係争中の事件は除く）

もめごと・なやみごと・苦情相談
25日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室

（人権・行政相談）

不動産相談 18日（火） 10：00～12：00 〃

税務相談 18日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室

外国人相談（英語・中国語・
13日（木）・27日（木）13：00～16：00

13日・市役所3階301会議室
スペイン語・ポルトガル語） 27日・市役所2階201会議室

市民よろず相談 15日（土） 13：00～16：00 保健福祉館
県行政書士会印旛支部
作田義美さん123-3286

税務支援センター
12日（水）・26日（水）10：00～15：00

県税理士会成田支部 県税理士会成田支部
（予約制） （飯田町157-4） 128-0931

司法書士法律相談 19日（水） 18：00～20：30 中央公民館
県司法書士会佐倉支部
石井滋さん120-1810

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00

市役所2階 商工観光課122-1111
（来所前に要電話） 女性就業相談室 内線2724

高年齢者職業相談 月～金曜日 08：30～17：00
市役所2階 商工観光課122-1111
高年齢者職業相談室 内線2725

消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00
消費生活センター 消費生活センター
（市役所2階） 123-1161

商工業者法律相談（予約制） 5日（水） 10：00～12：00 商工会館2階相談室 商工会議所122-2101

年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526

交通事故相談 4月はありません。次回は5月2日（火）です。 交通防犯課120-1527

心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755

酒害相談 6日（木）・20日（木）09：00～12：00 〃 〃

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538

戦没者遺族相談 24日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536

健康体力相談 4日（火） 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251

就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582

教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 成田市教育センター 教育センター120-2922

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 09：00～16：00 成田市ふれあいるーむ21 教育相談室120-1414

広報なりた2006.4.1 1／市外局番の記載のないものは「0476」です23

心の健康、応援します

困りごと・悩みごと相談室
一人で悩んでいないで相談してみませんか？

毎日の生活の中で、疑問に思っていること、だれかに相談したい
と思っていることはありませんか。市などでは、そんなあなたの要
望に応え、各種相談を行います。相談は無料で秘密は厳守されま
す。この機会に日ごろ感じている疑問や悩みを解消してみてはいか
がですか。

市民支援課市民相談室
120-1507
※法律相談5月分は、4月
26日（水）から予約を受
け付けます。


